
企業倫理・人権

企業倫理向上・人権尊重の取り組み

JR西日本グループ行動規範の制定
　先述の行動規範は「私たちの心構え」「私たちの約束」「役員の心構え」の3部構成からなり、内容は以下

の通りです。

　JR西日本グループでは、法令やルールの遵守にとどまらず、社会の皆様からの信頼や期待に応えることを重視し、事業

活動の基盤となる企業倫理の徹底と人権尊重に真摯に取り組んでいます。この考えのもと、2024年5月に「JR西日本グ

ループ行動規範」（以下、行動規範）を制定しました。本行動規範は、「私たちの志」に向けて、法令や社会規範を遵守し、

誠実に行動するためのJR西日本グループ共通のよりどころとしています。具体的には、「違和感」を口に出すことによる不

正の予防・拡大防止の重要性や、あらゆる形態のハラスメントを一切許容しない姿勢など、大切にする価値観や遵守す

べき項目を明記し、役員・社員への浸透を図っています。

　また、2023年4月に改訂した「JR西日本グループ人権方針」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの取り組みを推進し

ています。優先的に対処すべき人権侵害リスクを特定し、社員意識アンケートにおける目標指数（KPI）を設定するなど、

定量・定期的な評価を通じて改善を図っています。特に、優先的に対処すべき人権侵害リスクの一つである「カスタマー

ハラスメント」については、2024年4月に「JR西日本グループカスタマーハラスメントに対する基本方針」を作成し、JR西

日本グループで働く社員の人権が守られ、心身ともに健康で安心して働ける環境の整備に取り組んでいます。

企業倫理・人権に関するJR西日本グループの 考 え 方

私たちの心構え 役員・社員 コンプライアンス・法令等遵守、社員としてのマインド・4つの自問・倫理観、組織風土・対話の重要性、内部通報・声をあげる責任

役員の心構え 役員 役割、基本姿勢、人権の尊重、人財育成、組織づくり、真摯な対応

私たちの約束
(私たちが守る具体的項目) 役員・社員 1.安全・安心の追求、2.人権の尊重、3.公正な取引、4.取引先・行政等との健全な関係、5.資産の保護と活用、

6.情報セキュリティの確保、7.環境の保全、8.働きやすい職場づくり、9.反社会的勢力との関係遮断、10.会社情報の適切な記録と開示

記載内容（抜粋）パート 対象

■ 「JR西日本グループ行動規範」構成について

JR西日本グループ行動規範

　「私たちの心構え」では、法令等遵守・倫理観・組織風土・対

話の重要性・内部通報窓口の利用についてなどJR西日本グ

ループの社員として大切にすべき姿勢を明確にしています。

また「私たちの約束」では、全ての役員・社員一人ひとりが遵

守すべきコンプライアンス上の重要な項目を具体的に示して

います。さらに、役員の遵守事項をまとめた「役員の心構え」

には、JR西日本グループすべての常勤役員が署名し、行動規

範を率先・実践することについて宣誓しています。

　加えて、2009年に作成された「4つの自問」を行動規範制

定に伴い見直しました。判断に迷う場面や心に魔が差すよう

な状況が生じた際に、いろいろな人の視点に立って自問でき

るフレーズへ見直すとともに、昨今の社会動向に照らして「人

権侵害」「ハラスメント」に関する内容を盛り込み、「インテグ

リティ」（誠実な行動をする）という概念を意識することがで

きる要素も追加しました。

　現在は、社員一人ひとりが行動規範を深く理解し、日々の

業務の中で判断のよりどころとして意識できるよう、ディス

カッション形式の研修やポスターの掲示などを通じて、行動

規範の浸透を図る取り組みを継続的に実施しています。

4つの自問周知ポスター

推進体制
　JR西日本では、「コンプライアンス推進規程」に基づき、ガバ

ナンス推進本部が中心となって企業倫理および人権に関する

体制を構築しています。各部門およびグループ会社に対しては、

継続的な指導・支援を行い、グループ全体でのコンプライアン

ス意識の向上を図っています。経営上重要な事項については、

代表取締役社長を委員長とする「企業倫理・人権委員会」にお

いて社外有識者を交え審議を行うとともに、審議内容を取締役

会に報告し、企業倫理・人権に関するリスクの低減に取り組ん

でいます。

　また、内部通報・相談の件数やその概要についても、定期的

に取締役会に報告しています。

企業倫理・人権委員会

ガバナンス推進本部

社外通報窓口
〈弁護士事務所〉

内部通報・相談窓口

（委員長：代表取締役社長）

各部門・グループ会社

取締役会
審議内容を報告

内部通報・相談窓口への
通報実績を定例報告企業倫理・人権に関する

経営上重要な事項を付議

・コンプライアンス推進体制の構築
・役員／社員などへの教育啓発
・グループ会社への支援 など

調査結果
の報告

調査指示
・依頼報告・協力指導・支援

JR西日本グループ・
取引先企業の社員など

連携

通報・
相談

JR西日本グループ
倫理・人権
ホットライン

■ コンプライアンス推進体制図

教育・啓発
　JR西日本グループでは、企業倫理・人権の取り組みを推進

するうえで、教育・啓発をその基盤であると位置づけていま

す。2024年度には、グループ全体の経営層を対象とした「企

業倫理・人権トップセミナー」をはじめとする階層別研修や職

場向けに発行する「コンプライアンス瓦版」などを通じた啓発

活動を実施しました。

　また、行動規範の浸透に向けては、JR西日本グループの役

員・社員一人ひとりが日々の業務の中で意識できる状態をめ

ざし、基本的な価値観・考え方を定めた「私たちの心構え（4

つの自問含む）」に関する解説動画の視聴やケーススタディ

を用いたディスカッションを実施しました。さらに、行動規範

は企業倫理と人権を大切にするものであるということの浸透

を図るために、人権を含めた行動規範に関する標語を毎年募

集し、社員の主体的な参加を促しています。

社員意識アンケート
　JR西日本グループでは、企業風土のモニタリングや不祥事

の予兆把握を目的として、契約社員等を含む全社員（約

50,000人）を対象に、毎年、社員意識アンケートを実施して

います。この調査結果は、「企業倫理・人権委員会」などを通じ

て経営層に報告し、コンプライアンス上の課題を共有してい

ます。

　なお、「ハラスメント」については、ハラスメントの有無を確

認する設問を設けるとともに、自由記述欄に具体的な事象を

記載してもらうことにより、「第2の内部通報窓口」としての役

割を果たしています。調査などを希望する場合には、内部通

報と同様の調査などを実施し、ハラスメントの防止・低減に取

り組んでいます。
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匿名の手紙など直接回答ができない通報・相談に対して、対応状況および結果等を以下の通りお知らせします。
なお、匿名でも通報・相談はお受けいたしますが、お名前やご連絡先をお伝えいただいたほうがスムーズに調査
ができ、また、調査結果についても比較的ご満足いただける傾向にあります。
もちろん通報・相談者の守秘義務、不利益扱いの禁止は厳守いたしますので、ご協力よろしくお願いします。

内部通報制度
　JR西日本グループでは、役員や社員などが関与する法令違反等

の行為に適切に対応するため、「内部通報・相談に関する規程」を

定め、安心して通報・相談ができる体制を整備しています。社内には

「JR西日本グループ倫理・人権ホットライン」（以下、ホットライン）を

設置するとともに、社外にも内部通報・相談窓口を設けています。

　さらに、当社では経営陣から独立した通報・相談窓口として「監査

等委員ホットライン」を設置し、当社役員に関係する事案について

も、当社グループの社員からの通報・相談に対応しています。

　当社グループの内部通報制度は、公益通報者保護法等の趣旨に

則り、通報・相談対応に従事する関係者に守秘義務を課すことで通

報者保護を徹底し、制度の信頼性向上を図っています。また、受付・

対応体制の強化にも取り組んでおり、担当者の多様性を活かした幅

広い知見に基づく丁寧な対応を心がけています。加えて、当社グルー

プの役員や社員のみならず、お取引先をはじめとするステークホル

ダーの皆様からの通報・相談にも対応しており、コンプライアンス上

の疑義がある事象に加え、事業活動に伴う人権問題についても広く

受け付けています（苦情処理メカニズム：grievance mechanism）。

　2024年度には、JR西日本グループ全体で274件の通報・相談

を受け付けており、近年増加傾向にありますが、引き続き制度

の実効性と信頼性向上に向けた取り組みを進めていきます。

2022年度

220件

2023年度

243件

2024年度

274件
■ 通報・相談件数の推移（過去3年） ■ 2024年度通報・相談件数の内訳

法令等違反 9件

倫理上
不適切な行為 30件

不満・悩み 117件

その他質問等 24件

※通報・相談件数は、ホットラインおよび社外相談窓口に寄せられたものに加え、「JR西日本仕事と家庭の両立支援・ハラスメント相談室」への通報・相談も含みます。 
※なお、事実として認定された件数とは異なります。

社内規定違反 15件

パワハラ 63件

セクハラ 16件

　JR西日本グループでは、内部通報制度の認知度向上と正し

い理解の促進を目的として、先述の社員教育に加え、各職場で

のポスター掲出やいつでも通報・相談ができるように携帯カー

ドの社員配布を行っています。また、社内誌や社内ポータルサ

イトを通じて内部通報に関する情報を継続的に発信し、制度

の定着を図っています。

　制度の信頼性向上については、ホットラインの利用者を対

象にアンケートを実施し、通報・相談対応に関する課題を把握

し、改善を図っています。さらに、匿名の手紙など直接回答がで

きない通報・相談に対しては、その調査結果を社内ポータルサ

イトで公表することで、透明性の確保に努めています。

　これらの取り組みを通じて、すべての社員が安心して内部通

報制度を利用できることが、不正やハラスメント、人権侵害な

どの早期発見・是正につながり、JR西日本グループ全体の企業

倫理の徹底や人権尊重に寄与すると考えています。また、内部

通報制度の信頼度を定量・定性的に評価するために、先述の

社員意識アンケートにおいて目標指数（KPI）を設定し、制度の

有効性を継続的に検証しています。

　JR西日本グループでは、今後も内部通報制度の適切な運用

を通じて、自浄作用の働く企業風土の醸成を図り、誰もが安心

して働ける、心理的に安全な職場環境の実現に向けた取り組

みを進めていきます。

■ 対応フロー図

JR西日本グループ倫理･人権ホットライン周知ポスター

※受付日はX/Xと表記しています。

匿名による内部通報・相談事案に関する事象概要および調査結果（2025年X月）【例】

受付日 事象概要 関係会社 調査結果

2025/X/X

結果・更新月

新規
SNSへの

不適切な投稿に
ついて

JR西日本
事実を確認し、本人に聞き取りを行いました。当該
SNSを閲覧停止とすることを含め、厳しく指導しま
した。

2025/X/X 新規
上司による
パワハラに
ついて

グループ
会社

グループ
会社

JR西日本

グループ
会社

2025/X/X

2025/X/X

2025年X月

2025年X月

更新

調査
・
対応

上司による
パワハラに
ついて

2025/X/X
上司による
不当な取引に
ついて

職場内における
社員間の私的な
問題について

部門に所属する多くの関係者への聞き取りを行った
結果、概ね事実であることを確認し、厳正に対処
しました。

当該グループ会社の役員・従業員に対しアンケート
を実施するとともに、社外の弁護士により関係者
および本人への聞き取りを行いました。その結果、
通報内容に該当する事実は確認できませんでした。

相談内容が社員の私的な問題であり、当ホットライン
では対応できません。
なお、従業員の皆さんの仕事がやりづらいなど職場
環境が悪化している具体的な状況があれば、改めて
ご連絡ください。

調査中

優先的に対処すべき人権侵害リスクの特定
　JR西日本グループでは次のページのようなリスクマップを作

成し、優先的に対処すべき人権侵害リスクの特定を行っていま

す。リスクマップの作成にあたっては、法務省の文献「今企業に

求められる『ビジネスと人権』への対応」およびＮＧＯである

「Social Connection for Human Rights」の助言を受けて作

成した「自己確認アンケート」にある人権侵害リスクをベースに、

経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重

のためのガイドライン」などの評価手法を参考にしながら、事務

局における評価を（自己確認アンケート結果も）活用し、ＮＧＯの

専門的な知見も踏まえてリスクマップを作成しています。

JR西日本グループ人権方針

人権デュー･ディリジェンス
　JR西日本グループでは、「ＪＲ西日本グループ人権方針」に基づ

き、事業活動を行う中で発生する人権侵害リスクを特定・軽減し、

実際の影響を是正するための取り組みとして、人権デュー・ディリ

ジェンスを実施しています。

　2023年度から3年程度を一つのサイクルとした計画的な取り

組みを開始し、リスクの特定・軽減およびその実効性の評価を継

続的に行っています。2024年度は優先的に対処すべき人権侵害

リスクの特定を完了し、負の影響の防止・軽減に向けた具体的な

施策を推進しました。

①人権への負の影響
（人権侵害リスク）の

特定・評価

②負の影響の
防止・軽減

③取り組みの
実効性の評価

④説明・
情報開示

3年程度で1サイクル

NGOとの対話の写真

企業倫理・人権

通報・相談

フィードバック

調査依頼

調査指示

調査・対応

結果報告

調査依頼

調査指示  結果報告
結果報告

通
報
・
相
談
者

通報・相談
（役員等事案に限る）

フィードバック

JR西日本グループ
倫理・人権ホットライン
【社内通報・相談窓口】

弁護士事務所
【社外通報・相談窓口】

監査等委員ホットライン 社外弁護士等

調査対象者
調査対象箇所
(是正・改善）

JR西日本・グループ各社

内部通報窓口

調査責任者

112111
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　リスクマップ上で深刻度･発生可能性が高い項目から対応が不十分、責任箇所が不明確と考えられるリスクを5つ特定しました。

■ 人権デュー･ディリジェンス　リスクマップ

外国人の権利受
け
手
に
と
っ
て
の
被
害
の
深
刻
度

人権侵害の発生可能性

児童労働

差別

安全で健康的な作業環境

居住移転の自由

知的財産権

先住民・
地域住民の権利

社会保障を
受ける権利

過剰・不当な
労働時間

賃金の不足・未払、
生活賃金

結社の自由・
団体交渉権

消費者の
安全を知る権利

プライバシー
の権利

社員間のハラスメント
（パワハラ・セクハラ等）

サプライチェーン
における人権侵害脆弱な立場の人々に対する配慮の不足

［障がい者・性的マイノリティ（LGBTQ＋）］

カスタマーハラスメント

救済を受ける権利

当社が優先的に対処すべき人権侵害リスク

■ カスハラ発生時の一般的な対応・連絡フロー

JR西日本グループ カスタマー
ハラスメントに対する基本方針優先的に対処すべき人権侵害リスクへの取り組み

1. カスタマーハラスメントの防止・軽減に向けた取り組み
　JR西日本グループでは、お客様に満足いただけるサービス

の提供に向けて日々業務に取り組み、至らない点を謙虚に受

け止め、改善に向けた努力を続けています。一方で、グループ

で働く社員の人権が守られ、心身ともに健康で安心して働け

る環境の整備が、質の高いサービスの提供に不可欠であると

考えています。この考えに基づき、2024年４月に「JR西日本グ

ループカスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定し、

社内外に公表するとともに、社員が専門の弁護士に相談でき

る仕組みを整備しました。また、ポスターの掲出および動画

を活用した全社員向けの教育を実施し、BtoCおよびBtoBに

おけるカスタマーハラスメントの基本的な知識や法律相談フ

ローについて周知を図りました。

　2024年度には、グループ全体で5件の法律相談が寄せら

れました。例えば、業務中に暴力を受けて負傷した社員から

損害賠償請求の可否について相談があり、弁護士から複数

の対応案について助言を受けました。

　現在は、カスタマーハラスメント発生時の具体的な対応方

法や手順など、JR西日本グループ各社で必要な体制を整備

し、さらなる対応の充実を図っています。

上司
（箇所長等）

関係部門
(主管部・総務部等)

JR西日本グループ
倫理・人権ホットライン

当該会社の関係部門
（総務部等）

お客様
（加害者）

カスハラ
発生

従業員
（被害者）

情報共有・対応の相談
(通常のレポートライン)

関係部門
(総務部等)

被害者が法律相談を
希望する場合

適切な対応を依頼

産業医・保健師等

被害者の心身のケアが
必要な場合
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2. サプライチェーンにおける人権侵害への対応

　JR西日本グループでは、「JR西日本グループサプライチェー

ン方針」を制定し、取引先に周知しています。取引先で発生し

ている人権侵害リスクの特定に向けては、一次サプライヤー

を対象とした「サプライチェーンアンケート」を実施し、その結

果を踏まえて、取引先へ人権を含む課題についてヒアリング

および対話を行いました。

　また、特定技能制度への鉄道分野追加を受け、今後想定さ

れる外国人財の受け入れに備え、「JR西日本グループにおけ

る外国人財の受入れ・共生・人権推進に関するガイドライン」

や「外国人財に関する人権侵害チェックリスト」を策定しまし

た。特に技能実習生や特定技能に関しては、仲介機関が多く

人権侵害リスクが高いとされるため、送出機関・国際機関との

対話を通じて法令遵守状況を確認するとともに、法令の知見

を深めるため、ベトナムを訪問しました。

3. 社内におけるハラスメント防止に向けた取り組み
　JR西日本グループでは、あらゆるハラスメントを「しない、さ

せない、ほっとかない」という考えのもと、すべての役員・社員に

対して教育・啓発を行っています。具体的には、グループ全体の

経営層を対象とした「コミュニケーションスキル向上セミナー」

や、価値観の世代間の違いに気づくための「価値観アップデー

ト研修」を実施しました。また、先述の「JR西日本グループ倫理・

人権ホットライン周知ポスター」をJR西日本グループ各社に掲

出し、啓発に努めています。

4. 脆弱な立場の人々に対する支援充実に向けた取り組み
　［障がい者・性的マイノリティ（LGBTQ＋）］
　JR西日本グループでは、障がい者・性的マイノリティ

（LGBTQ＋）についてお客様の視点だけでなく、多様性・人財確

保の観点から制度整備と周知を進めています。社員の理解醸

成は依然として課題であることから、管理職向けの研修の実施

や、アウティングなどの内部通報事例の共有を通じて、継続的

な教育・啓発に取り組んでいます。

　なお、2024年4月に施行された「改正障害者差別解消法」

への対応として、JR西日本グループ各社において所管省庁が

改定した「各分野における障害を理由とする差別の解消の推

進に関する対応指針」に沿った対応・アップデートを実施して

います。

5. 救済窓口の整備

　JR西日本グループでは「JR西日本グループ倫理･人権ホット

ライン」および社外窓口を、人権侵害に関する救済窓口（苦情

処理メカニズム：grievance mechanism）として位置づけてい

ます。これらの窓口では、社内外を問わず、サプライチェーン上

で発生した人権侵害に関する通報・相談を受け付け、必要に応

じて取引先に対して解決に向けた働きかけを行っています。　

JR西日本グループカスタマーハラスメントに
対する基本方針周知用ポスター

　人権方針に則った人権デュー・ディリジェンスの実施、優先的な人権侵害リスクに対する着実な取り組みは、
指導原則が求める人権尊重責任のあり方です。
　外国人材の受け入れに関して、特に移住労働者の人権リスクである就労プロセスの実態把握を目的とした
JR西日本が実施した現地訪問の実施は、送出国の状況把握に大変有益です。今後は国際的な人権尊重、とり
わけ強制労働の予防・軽減の観点から、外国人材による手数料負担廃止のための取り組みの推進、受入れ後
のサポート体制の強化などを期待します。
　また、社内外で関わる脆弱な立場の人々の人権尊重に向け、当事者団体などを含むステークホルダーとの
対話の実施と提示された課題への取り組みが、より一層実効性のある人権デュー・ディリジェンスと救済メカ
ニズム構築のために必要不可欠です。

社外有識者からのメッセージ
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https://www.westjr.co.jp/company/action/customer_harassment/



